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求人者 各 位 

 

 

                  一般社団法人 日本洋菓子協会連合会 

               洋生菓子製造技術者無料職業紹介所 

担当：小池 

                   〒154－0001  東京都世田谷区池尻 2－21－14 

TEL． 03-5486-2611  FAX． 03-5486-2131 

受付時間：午前 9 時～正午、午後 1 時～午後 5 時 

 

 

求人のお申し込みについてのご案内 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、当団体の事業のひとつとして、洋菓子業界における求人求職それぞれからの人

材あっ旋に対するニーズにお応えするため、厚生労働省の認可により職業紹介所を開設

し、「洋生菓子製造技術者無料職業紹介事業」を行なっております。 

 別紙「求人登録票」によりお手続きくださるようご案内申し上げます。 

 なお、FAXまたは郵送でご登録をお願いいたします。 

敬具 
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求人登録の手続きについて 

 

 

【人材斡旋紹介について】 

1．求人登録手続き 

※所定の用紙（求人登録票）を送付します。 

○求人登録票へのご記入にあたり・・・ご要望にかなう人材をご紹介するためにも、

具体的にご記入ください。 

○紹介対象者・・・洋菓子製造技術者のみ ※販売職の求人紹介は不可。 

○性別による募集は法律によりできないことになっております。また、原則として年

齢制限はできないこととなっております。 

○御社のご案内地図がございましたら、一緒にお送りくださるようお願いします。 

 ○求職者の紹介にあたり・・・当紹介所では、紹介料、手数料その他に類する対価や 

報酬等を一切頂戴することはございません。 

 ○受付登録方法は、FAX：03－5486－2131 です。 

 

 【求人登録票の郵送先】 

 〒154－0001 東京都世田谷区池尻 2－21－14 洋菓子会館 2Ｆ 

 一般社団法人日本洋菓子協会連合会 無料職業紹介所 

 担当：小池、秦泉寺あて 

 

2．求人登録票の受理（登録手続きの完了） 

当紹介所で求人登録票を受理した時点で、登録完了となります。 

 

3．登録有効期間 

原則として登録日（当紹介所で受理した日）から起算し 3ヵ月後の末日 

までとなります。 

【例】4月 20日登録の場合 → 7月末日まで登録有効 

また、最初の 3ヶ月間を経過した後は、御社より求人登録取下げのお申し出のない 

限り、自動継続し最長６ヶ月間は登録有効となります。その後は登録取下げとなり
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ます。 

※登録内容に変更がございましたら、お手数ですが、速やかにご連絡をお願いいた

します。 

 

4．求職者の紹介について 

当紹介所として、御社の登録完了後、御社の採用条件に適う求職者を紹介できるよ

う積極的に努力しますが、登録された求職者の希望条件等により、直ちに紹介が難

しい場合もありますことをご承知おきください。 

 

5．求職者より紹介希望の申出があった場合、直ちに当紹介所発行の「紹介状」 

を本人に持参させ御社の面接を受けていただくよう取り計らいます。 

 

6．紹介しました求職者の面接結果については、採否に関わらずお手数ですが、必ずご

連絡くださるようお願い申し上げます。 

また、採用後適宜求職者の就業状況について伺うこともございますので、その節に

はご協力をお願いいたします。 

 

 

以上 
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求人者の皆様へ 

一般社団法人日本洋菓子協会連合会 

許可番号 13 – ム – 070001 

◇取扱職種の範囲等 

 ・職種は洋菓子製造技術者 ・地域は 国内 

 

◇苦情の処理に関する事項 

 

 ・求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応致します。 

 苦情申出先：職業紹介責任者 小池 孝輔  連絡先 03-5486-2611 

 

◇求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 

 

当事業所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、「個人情報適正管理規定」に

基づき、適正に取り扱います。当事業所の「個人情報適正管理規定」は以下の通りです。 

 

（１）個人情報を取り扱う事業所内の社員の範囲は、総務部の社員とする。 

個人情報取扱責任者は、小池 孝輔とする。 

（２）職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の社員に対し、個人情

報取扱いに関する教育・指導を年１回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少な

くとも５年に１回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 

（３）取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場

合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を

遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正（削除を含む。以下同じ。）の請求が

あったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。 

また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知

に努めることとする。 

（４）求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合に

ついては、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。 

なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 小池 孝輔 とする。 


